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  ※は県例規集登載  
【告示】  

番  号          表              題         担当 課名  
 ２２０   徳島県指定天然記念物を指定する件      文化振興課  
                             文化資源活用室  
 
 ２２１   地籍調査の成果を認証した件         農山漁村振興課  
 
 ２２２   保安林の指定を解除する件          森林土木・保全課 

 
 ２２３   道路の区域を変更する件           高規格道路課  
 
 ２２４   道路の供用を開始する件           同  
                  
 
【選挙管理委員会告示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

  ５２   地方自治法の規定による条例の制定又は改 

       廃の請求及び監査の請求をする場合の県議 

       会議員及び知事の選挙権を有する者の５０ 

       分の１の数を告示する件 

 
  ５３   地方自治法の規定による県議会の解散の請 

       求、知事の解職の請求及び主要公務員の解 

       職の請求をする場合の県議会議員及び知事 

       の選挙権を有する者の総数のうち４０万を 

       超える数に６分の１を乗じて得た数と４０ 

       万に３分の１を乗じて得た数とを合算して 

       得た数を告示する件 

 

  ５４   地方自治法の規定による県議会議員の解職 

       の請求をする場合の美馬選挙区、三好第一  
選挙区及び三好第二選挙区における県議会 

       議員の選挙権を有する者の３分の１の数を 

       告示する件  
 



【選挙管理委員会告示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

  ５５   地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

       の規定による県教育委員会の教育長又は委 

       員の解職の請求をする場合の知事の選挙権 

       を有する者の総数のうち４０万を超える数 

       に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分 

       の１を乗じて得た数とを合算して得た数を 

       告示する件  
 
【公安委員会規則】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   ６※  徳島県道路交通法施行細則の一部を改正す 

       る規則  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



徳島県告示第2 2 0号 

文化財の保護に関する条例（昭和32年徳島県条例第23号）第35条第１項の規定により、

次に掲げるものを徳島県指定天然記念物に指定する。 

令和８年４月24日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

種 別 名  称 員 数 所 在 地 所有者及び管理者 

天然記念物

（植物） 

笹無谷のスギ等巨木群

生地 

83,993.13㎡ 海部郡海陽町相川字

笹無谷53－１の一部

及び字ヲボラ39－11

の一部 

公益社団法人徳島森林

づくり推進機構 

 



徳島県告示第2 2 1号 

国土調査法（昭和26年法律第1 8 0号）第19条第１項の規定に基づき、神山町長及び阿波

市長から認証の請求のあった地籍調査の成果については、同条第２項の規定により次のと

おり認証した。 

令和８年４月24日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 神山町に係る地籍調査 

⑴ア 調査を行った者の名称 

神山町 

イ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

ウ 成果の名称 

   神山町下分の一部の地籍図及び地籍簿（下分２地区） 

エ 調査を行った地域 

名西郡神山町下分の一部（下分２地区） 

オ 認証年月日 

令和８年４月10日 

⑵ア 調査を行った者の名称 

神山町 

イ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

ウ 成果の名称 

神山町上分の一部の地籍図及び地籍簿（上分１地区） 

エ 調査を行った地域 

  名西郡神山町上分の一部（上分１地区） 

オ 認証年月日 

令和８年４月10日 

２ 阿波市に係る地籍調査 

⑴ 調査を行った者の名称 

阿波市 

⑵ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

⑶ 成果の名称 

阿波市吉野町五条の一部の地籍図及び地籍簿（吉野五条３地区） 

⑷ 調査を行った地域 

阿波市吉野町五条の一部（吉野五条３地区） 

⑸ 認証年月日 

令和８年４月10日 

 



徳島県告示第2 2 2号 

森林法（昭和26年法律第2 4 9号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の

指定を解除する。 

令和８年４月24日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

阿南市内原町中分1 7 3の４ 

２ 保安林として指定された目的 

名所又は旧跡の風致の保存 

３ 解除の理由 

道路用地とするため 



徳島県告示第2 2 3号 

道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のよう

に変更する。 

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において、令和８年４月24日から２週間一

般の縦覧に供する。 

令和８年４月24日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

 道路の種類 県道 

整理 

番号 
路線名 区    間 

新旧 

の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延   長 

（メートル） 

191 富岡港南島 

阿南市辰己町１番50地先から 

同              48地先まで 
旧 6.0 132.1 

同 

新 

6.0 132.1 

同 6.0～14.6 146.8 

 



徳島県告示第2 2 4号 

道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始

する。 

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において、令和８年４月24日から２週間一

般の縦覧に供する。 

令和８年４月24日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

 道路の種類 県道 

整理 

番号 
路線名 区    間 

延   長 

（メートル） 
供 用 開 始 の 期 日 

191 富岡港南島 
阿南市辰己町１番50地先から 

同       48地先まで 
146.8 令和８年４月24日 

 



徳島県選挙管理委員会告示第 52 号 
  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 74 条第１項の規定による条例の制定又は改廃

の請求及び同法第 75 条第１項の規定による監査の請求をする場合の県議会会議員及び知

事の選挙権を有する者の 50 分の１の数は、次のとおりである。 

  令和８年４月 24 日 

             徳島県選挙管理委員会委員長  岩  丸  正  史   

 11,835 人 



徳島県選挙管理委員会告示第 53 号 
  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 76 条第１項の規定による県議会の解散の請求、

同法第 81 条第１項の規定による知事の解職の請求及び同法第 86 条第 1 項の規定による主

要公務員の解職の請求をする場合の県議会議員及び知事の選挙権を有する者の総数のうち

40 万を超える数に６分の１を乗じて得た数と 40 万に３分の１を乗じて得た数とを合算し

て得た数は、次のとおりである。 

  令和８年４月 24 日 

             徳島県選挙管理委員会委員長  岩  丸  正  史   

 165,292 人 



徳島県選挙管理委員会告示第 54 号 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 80 条第１項の規定による県議会議員の解職の

請求をする場合の美馬選挙区、三好第一選挙区及び三好第二選挙区における県議会議員の

選挙権を有する者の３分の１の数は、次のとおりである。 

  令和８年４月 24 日 

             徳島県選挙管理委員会委員長  岩  丸  正  史   

 
選挙区名 

 

 
数 

 

 
美   馬 

 

 
9,554 人 

 

 
三 好 第 一 

 

 
6,403 人 

 

 
三 好 第 二 

 

 
3,685 人 

 

 



徳島県選挙管理委員会告示第 55 号 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第８条第１項の規

定による県教育委員会の教育長又は委員の解職の請求をする場合の知事の選挙権を有する

者の総数のうち 40 万を超える数に６分の１を乗じて得た数と 40 万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 

  令和８年４月 24 日 

             徳島県選挙管理委員会委員長  岩  丸  正  史   

 165,292 人 








